
京 都 大 学 テ ィ ー チ ン グ ・ ア シ ス タ ン ト 実 施 規 程 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

（目的） 

第１条 この規程は、京都大学大学院の優秀な

学生に対し、教育的配慮の下に学部学生及び

修士課程学生に対する実験、実習、演習等の

教育補助業務を行わせ、これに対する手当支

給により、学生の処遇の改善に資するととも

に、大学教育の充実及び指導者としてのトレ

ーニングの機会提供を図るため、必要な事項

を定める。 

 

 

 

 

 

（名称） 

第２条 前条に定める教育補助業務を行う者の名

称は、ティーチング・アシスタントとする。 

 

（身分） 

第３条 ティーチング・アシスタントは、時間

雇用教職員とする。 

（募集及び選考） 

第４条 ティーチング・アシスタントの募集及

び選考は、各研究科長が定める選考基準に従

い、各研究科ごとに行う。 

２ 各研究科長は、前項の選考基準を定め、又

は改廃したときは、部局の長を通して総長に

報告するものとする。 

 

（任用、給与及び勤務時間） 

第５条 ティーチング・アシスタントの任用、

給与及び勤務時間については、別に定める。 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、京都大学大学院の優秀な

学生のうち、本学の教育向上に協力的な者に

対し、教育的配慮の下に、学部学生及び修士

課程、一貫制博士課程の前期２年に相当する

課程又は専門職学位課程の学生に対する講

義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれ

かにより又はこれらの併用により行う授業の

教育補助業務その他これに準ずる業務（以下

「教育補助業務等」という。） を行わせ、大

学教育の充実及び指導者としてのトレーニン

グの機会提供を図るとともに、当該教育補助

業務等に対する手当支給により学生の処遇の

改善に資するため、必要な事項を定める。 

（名称） 

第２条 前条に定める教育補助業務等を行う者

の名称は、ティーチング・アシスタント（以

下「ＴＡ」という。）とする。 

（身分） 

第３条 ＴＡは、時間雇用教職員とする。 

 

（募集及び選考） 

第４条 ＴＡの募集及び選考は、各部局の長が

定める選考基準に従い、各部局ごとに行う。 

 

２ 部局の長は、前項に定める選考を行い、他

の部局に所属する学生をＴＡの採用予定者に

決定したときは、当該採用予定者の所属する

部局の長に報告するものとする。 

（就業場所） 

第５条 ＴＡは、部局の長が定める場所におい

て勤務する。 

２ 部局の長は、ＴＡの勤務に必要な環境を用

意しなければならない。 
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改    正    前 改    正    後 

（実績報告） 

第６条 各研究科長は、毎年度の終わりに当該

年度のティーチング・アシスタントに係る実

績報告書を、部局の長を通して総長に提出す

るものとする。 

２ 前項の実績報告書の様式は、別記様式のと

おりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施細目） 

第７条 この規程に定めるもののほか、ティー

チング・アシスタントの実施に関し必要な事

項は、各研究科において定めるものとする。 

 

 

 

別記様式 （略） 

 

（業務内容） 

第６条 ＴＡが行うことができる教育補助業務

等の内容は、教育制度委員会の議を経て、教

育担当の理事が定める。 

 

 

 

（研修） 

第７条 部局の長は、ＴＡに対し、教育制度委

員会の議を経て教育担当の理事が定める事項

及び当該部局の長が必要と認める事項につい

て、研修を行わなければならない。 

２ 部局の長は、前項の研修を行うときは、必

要に応じて、当該部局（協力講座を含む。）

の教員に対し、協力を求めることができる。 

３ 第１項に定める部局の長が行う研修の実施

に関し必要な事項は、各部局の長が定める。 

（遵守事項） 

第８条 ＴＡは、その業務に関して知り得た情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に利用してはならない。 

（実施細目） 

第９条 この規程に定めるもののほか、ＴＡに

関し必要な事項は、各部局において定める。 

 

   附 則（令和６年達示第２１号） 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


